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船舶事故調査報告書 
 

                              令和３年１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年４月２７日 １６時１５分ごろ 

発生場所 広島県広島港第３区（似
にの

島西岸沖） 

 広島港似島家下
や じ た

防波堤北灯台から真方位２２３°１,２９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１８.４′ 東経１３２°２５.３′） 

事故の概要  監督船メロスは、北東進中、潜堤に乗り揚げた。 

メロスは、両舷アウトドライブに欠損等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年５月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

監督船 メロス、７.３トン 

 ２７０－３８８２５広島、広島県 

９.２７ｍ（Lr）×３.１６ｍ×１.７０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、３８２kＷ（合計）、平成５年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成８年２月２６日 

免許証交付日 平成２８年１月１５日 

         （令和３年２月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 両舷アウトドライブに欠損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約４.４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約８０cm（広島） 

 事故の経過 広島県は、平成３０年４月から民間会社（以下「Ａ社」という。）

に本船の運航を委託していた。 

本船は、Ａ社社員である船長が１人で乗り組み、広島県の職員２人

を乗せ、広島県江田島市の港湾施設等の現場確認の目的で、広島港第

１区の係留場所を出航し、似島東岸沖を経由して江田島市中町港に到

着し、現場確認を終えて令和２年４月２７日１６時００分ごろ帰途に

ついた。 

本船は、ＧＰＳプロッターを２海里（Ｍ）レンジとして起動し、船
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長が、操舵室の右舷側にある操縦席に腰を掛け、県職員２人を後部座

席に腰を掛けさせ、約８～１０ノットの対地速力で、手動操舵により

航行していた。 

県職員は、本船が似島南方沖に至った頃、船長に似島西地区で行っ

ている護岸工事の現場を海から確認したいと申し出た。 

船長は、県職員が似島西岸の護岸を確認したいとの申し出と思い、

同島西岸沖を経由することとした。 

船長は、似島南西岸に近づけて航行し、次に同島北西岸西方沖に向

け、北東進を開始して間もなく、１６時１５分ごろ船底に衝撃を感じ

た。 

本船は、潜堤（以下「本件潜堤」という。）を乗り越えて停船し、

船長が、０.５Ｍレンジの詳細表示に切り替えたＧＰＳプロッターの

画面を見て、本件潜堤に乗り揚げたことを知り、アウトドライブをチ

ルトアップして損傷状況を確認した後、片舷の主機を使用して広島市

似島港に向かった。 

船長は、県職員２人を下船させた後、Ａ社の担当者及びマリーナに

本事故発生の連絡をするとともに海上保安庁に同旨の通報を行った。 

県職員は、所属の事務所に本事故発生の連絡を行った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.１５ｍ、船尾約１.５０ｍであった。 

船長は、平成２９年ごろＡ社に入社し、ほぼ毎日現場確認等の目的

で、県職員を乗せて広島湾内の現場まで運んでいた。 

船長は、本事故発生場所付近を数回通航した経験があったが、事前

に海図等で本件潜堤付近の水路調査を行ったことがなく、本件潜堤の

存在を知らなかった。 

船長は、似島西岸沖を経由することとした際、本船に備え付けられ

ていた海図Ｗ１１１２Ａを用いるかＧＰＳプロッターを０.５Ｍレン

ジの詳細表示として航行する海域の水路調査を行っておけば良かった

と本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、似島西岸沖を北東進中、船長が、同島南西岸に近づけた

後、本件潜堤の存在を知らずに同島北西岸西方沖に向けて航行したこ

とから、本件潜堤上を通過することとなり、本件潜堤に乗り揚げたも

のと考えられる。 

船長は、県職員から似島西地区で行っている護岸工事の現場を海か

ら確認したいとの申し出があった際、似島西岸の護岸を確認したいと

の申し出と思ったことから、似島南西岸に近づけたものと考えられ
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る。 

船長は、航行経験の少ない似島西岸沖を経由することとした際、海

図で航行する海域の水路調査を行わなかったこと、及びＧＰＳプロッ

ターを０.５Ｍレンジの詳細表示に切り替えなかったことから、本件

潜堤の存在を把握することができなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、似島西岸沖を北東進中、船長が、同島南西岸に近づけた

後、本件潜堤の存在を知らずに同島北西岸西方沖に向けて航行したた

め、本件潜堤上を通過することとなり、本件潜堤に乗り揚げたものと

考えられる。 

再発防止策 県職員所属の事務所は、本事故後、次のとおり改善策を講じた。 

１ 事故直後の注意喚起について 

  職員に対し、公用船を利用する際の留意事項として、次のとお

り注意喚起を行った。 

(1) 公用船を利用する際は、利用前日までに「運航指示書」で運

航業務受託者（現場代理人）に指示を行うこと。 

(2) 運航指示後の目的地や運航経路の変更等は行わないこと。 

(3) やむを得ず目的地や運航経路の変更等が必要となった場合

は、総務課に連絡し、指示を受けること。 

(4) 運航の可否や運航ルートの選定は、船長の判断に任せるこ

と。 

２ 事故防止の徹底を図るための取り組みについて 

   さらに事故防止の徹底を図るため、公用船の運航に関する留意

事項等を「事務所公用船使用の取り扱い」として定め、職員への

周知を行った。 

 受託者に対しても、運航管理業務契約に次の事項を明記し、受

託者と協力しながら適正な公用船の運航及び利用を行っていくこ

ととした。 

(1) 受託者が安全な運航ルートの検討を行うための十分な時間を

確保できるよう、受託者に対し、利用前日の午前中までに運航

指示を行う。 

(2) 運航指示を行った後、受託者から事前に、運航ルートの安全

性及び運航の可否について報告させる。 

  また、公用船に装備しているレーダーが古くなっているため、令

和２年７月末に更新した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、通航経験が少ない海域を通航する場合、事前に海図等に

より水路調査を行うとともにＧＰＳプロッターのレンジを適切な

表示として航行すること。 
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      付図１ 事故発生経過概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和２年４月２７日 

 １６時１５分ごろ発生） 

似島 

江田島市 

広島県

広島市 

似 島 

灰ケ浦鼻 

中町 

広島港似島家下防波堤北灯台 

本船 

係留場所 

県海岸保全工事現場 

本件潜堤 

往路 


